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知床世界自然遺産 地域連絡会議 設置要綱

（目 的）

第１条 知床の世界自然遺産の適正な管理のあり方を検討するとともに、効果的な保全管

理、普及啓発等を推進するため、「知床世界自然遺産 地域連絡会議（以下「地域連

絡会議」という。）」を設置し、関係機関の連絡・調整を図る。

（検討事項）

第２条 地域連絡会議は、次に掲げる事項について、必要な検討を行う。

（１）知床世界自然遺産(以下「遺産地域」という。)の管理計画に関する事項

（２）遺産地域の適正な保全・管理を推進するための連絡・調整に関する事項

（３）地域関係団体等の活動支援等による保全管理・普及啓発等の推進に関する事項

（４）その他、第１条の目的を達成するために必要と認められる事項

（構 成）

第３条 地域連絡会議は、別紙に掲げる構成機関及びオブザーバーをもって構成する。

（役員）

第４条 地域連絡会議に、次の役員を置く

（１）会長 １名

（２）副会長 ２名

（３）監事 ２名

（役員の選出等）

第５条 役員は、構成員の中から互選する。

２ 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。

（役員の職務）

第６条 会長は本会を代表し、会務を掌理する。

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。

３ 監事は会務及び会計を監査する。

（運 営）

第７条 地域連絡会議は、会長が召集し、会長又は会長の指名する者が会議の議事進行を

務める。

２ 地域連絡会議には、必要に応じ、構成機関以外の者の出席を求め、その意見を聴

くことができる。
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（部会）

第８条 地域連絡会議は、必要に応じ、部会を設置することができる。

（事務局）

第９条 地域連絡会議の事務局は、環境省釧路自然環境事務所、北海道森林管理局及び北

海道環境生活部によって構成し、対外的な連絡窓口は北海道環境生活部が務める。

（その他）

第１０条 地域連絡会議は、遺産地域の適正な管理に資するため、知床世界自然遺産地域

科学委員会及び知床世界自然遺産地域適正利用・エコツーリズム検討会議等と連携

・協力を図る。

２ この要綱に定めるもののほか、地域連絡会議の運営に関して必要な事項は別に定

める。

（附 則）

この要綱は、平成１５年１０月２７日から施行する。

平成１６年７月７日 一部改正

平成１７年７月２５日 一部改正

平成１８年９月２７日 一部改正

平成１９年１０月２９日 一部改正

平成２２年３月１６日 一部改正

平成２２年７月２８日 一部改正

平成２８年３月３日 一部改正

平成２８年９月６日 一部改正

平成２９年３月９日 一部改正

令和 元年１０月２３日 一部改正

令和 ２年１２月２１日 一部改正
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（別 紙）

知床世界自然遺産地域連絡会議 構成機関・団体一覧

１．構成機関・団体

（１）関係省庁

○環境省釧路自然環境事務所

○林野庁北海道森林管理局

（２）地方公共団体

○北海道環境生活部／オホーツク総合振興局／根室振興局

○北海道教育庁／オホーツク教育局／根室教育局

○斜里町

○羅臼町

（３）地元関係団体

○（特非）知床斜里町観光協会

○（一社）知床羅臼町観光協会

○斜里第一漁業協同組合

○ウトロ漁業協同組合

○羅臼漁業協同組合

○網走漁業協同組合

○ウトロ地域協議会

○知床ガイド協議会

○（公財）知床財団

２．オブザーバー

○海上保安庁第一管区海上保安本部

○国土交通省北海道開発局

○国土交通省北海道運輸局

○知床世界自然遺産地域科学委員会委員長



知床世界自然遺産地域連絡会議

知床世界自然遺産シンボルマーク等管理運営部会 設置要綱

（目的）

第１条 知床世界自然遺産のシンボルマーク（以下「シンボルマーク」という。）の適正な

使用の確保、普及の促進及び知床世界自然遺産地域連絡会議（以下「地域連絡会

議」という。）設置要綱第８条に基づき知床世界自然遺産シンボルマーク等管理運

営部会を設置する。

（検討事項）

第２条 部会は、次に掲げる事項について検討する。

（１） シンボルマークの適正な使用の確保に関する事項

（２） シンボルマークの普及啓発に関する事項

（３） その他本会の目的を達成するため必要な事項

（構成員）

第３条 部会は、環境省釧路自然環境事務所、林野庁北海道森林管理局、北海道環境生活

部、斜里町および羅臼町をもって構成する。

（部会長及び副部会長）

第４条 部会に部会長、副部会長を置く。

２ 部会長は本会を代表し会務を掌理する。

３ 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある時は部会長の職務を代行する。

４ 部会長、副部会長は、構成員の中から互選する。

（運営）

第５条 部会は部会長が招集し、部会長又は部会長の指名する者が部会の議事進行を務め

る。

２ 部会には、必要に応じて構成機関以外の者の出席を求め、その意見を聴くことが

できる。

３ 部会の事務局は北海道環境生活部とする。

（部会の決定）

第６条 部会の決定は、あらかじめ地域連絡会議の承認がある場合又は会長が適当と認め

る場合には、地域連絡会議の決定とすることができる。

２ 部会は、シンボルマークの使用状況や、その他必要な事項について、毎年地域連

絡会議に報告する。



（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部会において別に定める。

（附則）

この規約は平成 22年４月１日から施行する。

令和２年 12 月 21 日 一部改正



知床世界自然遺産シンボルマーク運用規定

知床世界自然遺産地域連絡会議（以下、「地域連絡会議」という。）において、知床世界自然

遺産地域における保全管理を広く広報するとともに、保全管理活動や普及啓発活動を適正かつ

効果的に推進するために作成した「知床世界自然遺産」シンボルマーク（以下、「シンボルマー

ク」という。）の適正な使用を確保し、普及を促進するため、次のとおり基準を定める。

（シンボルマークの使用）

第１条 シンボルマークは、この運用規定に基づき、使用を希望する者が、地域連絡会議知床

世界自然遺産シンボルマーク等管理運営部会（以下、「管理運営部会」という。）に対し申請を

行う。

（申請者）

第２条 シンボルマークの使用を申請できる者は次のいずれかとする。

（１） 知床世界自然遺産に関わる行政機関及び公共性をもつ団体等

（２） 知床世界自然遺産の環境保全等を行っている企業、団体等

（３） 斜里町又は羅臼町に居住する個人又は本社を有する企業、団体であって、両町において

生産、製造された商品、主原料が両町において生産された商品又は両町において提供さ

れるサービス等を販売する者

（４） 知床世界自然遺産地域を対象とした旅行商品を提供する者

（５） 知床世界遺産シンボルマークの趣旨に賛同し、シンボルマークの使用を希望する者

（使用媒体）

第３条 シンボルマークは次の媒体に使用できる。

（１）非営利を目的とした標識、看板、ポスター、パンフレット、名刺、ホームページ等

（２）農林水産物や加工品・調理品等の商品やパッケージ

（３）ステッカー、ピンバッジ、キーホルダー等の商品自体

（４）商品や企業等の広報を目的として作成されたポスター、チラシ、ホームページ等

（使用期限）

第４条 シンボルマークの使用許諾期間は５年とし、期間満了後に引き続き使用する場合は、

再度申請しなければならない。

（不許諾基準）

第５条 管理運営部会は次のいずれかに該当する場合は、シンボルマークの使用を認めてはな

らない。

（１） 知床世界自然遺産のイメージや信用および価値を害すると認められる場合



（２） 消費者の利益を害すると認められる場合

（３） 特定の政治活動や宗教活動に関すると認められる場合

（４） 法令や公序良俗に反すると認められる場合

（５） 当該商品等の生産過程において、自然環境等に多大な負荷を与えていると判断される場合

（６） 知床世界遺産に関する法令又はこの要領に反すると認められる場合

（申請書の提出）

第６条 シンボルマークの使用を希望する者は、使用申請書（別紙１参照）を事務局である北

海道環境生活部に提出するものとする。なお、申請に際しては、使用デザイン案及び企業等の

事業内容がわかる資料を併せて添付することとする。ただし、地域連絡会議の構成員が非営利

目的で使用する場合、申請は不要とする。また、新聞社等の報道機関が報道目的において使用

する場合は申請不要とするが、後日使用状況等が分かる資料を管理運営部会まで送付すること。

（使用許諾書の発行）

第７条 北海道環境生活部は、前条の申請があった場合には、使用申請審査票（別紙２参照）

に基づいてシンボルマークの使用の可否を判断し、使用を許諾する場合には使用許諾書（別紙

３参照）を発行する。

（デザイン）

第８条 シンボルマークの使用は、オリジナルデザインの意図するものを損なわないよう十分

留意し、CIシート（別紙４参照）を遵守することとする。シンボルマークを加工した別個のマ
ークデザインの使用は認めない。

（他のマークとの併記）

第９条 第２条（３）に該当する者がシンボルマークを使用する場合、シンボルマークと両町

の独自の認証マークを併記することができる。

（メッセージの付記）

第１０条 シンボルマークを使用する者は、その使用目的等に応じて、シンボルマークと併せ

て次の表示をすること。

（１）知床世界自然遺産の環境保全等に協賛している企業、団体等

「私たちは知床世界自然遺産の保全に貢献しています」等

（２）斜里町又は羅臼町に居住する個人又は本社を有する企業、団体であって、両町において

生産、製造された商品、主原料が両町において生産された商品又は両町において提供されるサ

ービス等を販売する者

「この商品は世界自然遺産・知床で生産、製造されています」

「私たちは世界自然遺産・知床で活動しています」等



（３）シンボルマークの趣旨に賛同し、シンボルマークの使用を希望する者およびステッカー、

ピンバッジ、キーホルダー等の商品自体に使用する場合

「私たちは知床世界自然遺産の保全に取り組んでいます」等

（改善の指示）

第１１条 管理運営部会は、シンボルマークの使用許諾後にあっても、使用に不具合が生じた

場合には改善を指示できるものとする。

（許諾の取り消し）

第１２条 前条の改善指示に従わない場合には、シンボルマークの使用許諾を取り消すことが

できるものとする。

（問題への対処）

第１３条 シンボルマークの使用に起因する問題が起こった場合にも、地域連絡会議及び管理

運営部会は一切の責任を負わない。また、問題が発生した場合には速やかに管理運営部会に報

告するとともに、対策を講じなければならないものとする。

（運用規定の履行）

第１４条 シンボルマークを使用する者は、信義にしたがい、誠実にこの運用規定を履行しな

ければならない。

（その他）

第１５条 この運用規定に定めのない事項及びこの運用規定に関し疑義が生じたときは、管理

運営部会とシンボルマークを使用する者とが協議して定める。

平成 23年３月 18日 一部改定

令和２年 12月 21日 一部改定



知床世界自然遺産シンボルマーク運用規定 細則

本細則は世界自然遺産シンボルマーク運用規定に関し、必要な事項を定めるものとする。

第１条 運用規定第２条（１）に規定する知床世界自然遺産に関わる行政機関及び公共性

をもつ団体等とは以下のとおりとする。

（１）知床世界自然遺産地域連絡会議および適正利用・エコツーリズム部会 構成員

ア．行政機関 イ．公共性をもつ団体等

・環境省 ・ウトロ漁業協同組合

・林野庁 ・斜里第一漁業協同組合

・北海道 ・羅臼漁業協同組合

・北海道教育庁 ・網走漁業協同組合

・斜里町 ・ウトロ地域協議会

・羅臼町 ・知床ガイド協議会

・釧路開発建設部 ・（公財）知床財団

・網走開発建設部 ・（特非）知床斜里町観光協会

・北見運輸支局 ・（一社）知床羅臼町観光協会

・釧路運輸支局 ・知床自然保護協会

・網走海上保安署 ・斜里山岳会

・羅臼海上保安署 ・羅臼山岳会

・北海道警察釧路方面本部 ・羅臼遊漁釣り部会

・北海道警察北見方面本部 ・斜里町小型観光船協議会

・知床羅臼観光船協議会

・（一財）自然公園財団知床支部

・知床ウトロ海域環境保全協議会

（２）知床世界自然遺産に関わる地域関係団体等

※知床エコツーリズム推進協議会構成員を基本とするが、知床ユネスコ協会のみ例外的

に追加。

・ウトロ自治会 ・羅臼町旅館組合

・知床温泉旅館協同組合 ・羅臼町商工会

・知床民宿協会 ・羅臼町連合町内会

・斜里町商工会 ・羅臼町酪農振興協議会

・斜里町農業協同組合 ・（公財）北海道アイヌ協会根室地区

・（公財)北海道アイヌ協会網走地区 羅臼アイヌ協会

斜里アイヌ協会

・知床ユネスコ協会



第２条 シンボルマーク使用に関する事務手続きは事務局である北海道環境生活部が行い、

台帳（別紙）を作成管理し、毎年、使用状況等を地域連絡会議に報告するものとする。

第３条 運用規定第４条（２）に規定する許諾基準に関して、斜里町または羅臼町以外に

おいて生産された魚介類に対してシンボルマークを使用する場合、消費者の利益を害する

と認められる可能性があるため、使用許諾の判断は管理運営部会において十分に議論のう

え決定することとする。

その他

第４条 この運用規定細則に定めのない事項については、別途協議する。

令和２年 12月 21日 一部改正



（様式）

令和 年 月 日

知床世界自然遺産地域連絡会議

知床世界自然遺産シンボルマーク等管理運営部会 殿

申請者 住所

氏名

（担当者氏名 ）

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

Ｅ－ｍａｉｌ：

「知床世界自然遺産」シンボルマークの使用について

「知床世界自然遺産」シンボルマークを使用したいので、下記のとおり申請します。

記

１ 使用目的

２ 使用概要

※別途、使用デザイン案と企業等の事業内容がわかる資料を添付してください。



申請NO

 【申請内容】 1

〇　該当箇所に☑を記入（シンボルマーク運用規程により確認）

 【申請者】

□
□

□

□
□

 【使用媒体】 （第３条）

□
□
□
□

 【不許諾基準】 （第４条）

□
□
□
□

□

□

（第２条）

 ステッカー、ピンバッジ、キーホルダー等の商品自体

 商品や企業等の広報を目的として作成されたポスター、チラシ、ホームページ等

 農林水産物や加工品・調理品等の商品やパッケージ

知床世界自然遺産シンボルマーク使用申請　審査票 　別紙２ 

（申請者）

（使用目的）

（使用概要）

 知床世界自然遺産に関わる行政機関及び公共性をもつ団体等

 知床世界自然遺産の環境保全等を行っている企業、団体等

 斜里町又は羅臼町に居住する個人又は本社を有する企業、団体であって、両町におい
 て生産、製造された商品、主原料が両町において生産された商品又は両町において提
 供されるサービス等を販売する者

 知床世界遺産シンボルマークの趣旨に賛同し、シンボルマークの使用を希望する者

 非営利を目的とした標識、看板、ポスター、パンフレット、名刺、ホームページ等

 知床世界自然遺産地域を対象とした旅行商品を提供する者

 【特記・参考事項】

 知床世界自然遺産のイメージや信用および価値を害すると認められる場合

 消費者の利益を害すると認められる場合

 特定の政治活動や宗教活動に関すると認められる場合

 法令や公序良俗に反すると認められる場合

 当該商品等の生産過程において、自然環境等に多大な負荷を与えていると判断される
 場合

 知床世界遺産に関する法令又はこの要領に反すると認められる場合



（別紙３）

令和 年 月 日

様

知床世界自然遺産地域連絡会議

知床世界自然遺産シンボルマーク等管理運営部会

「知床世界自然遺産」シンボルマークの使用について

令和 年 月 日付けで申請のあった標記については、次のとおり使用を許諾します。

記

１ 使用目的

２ 使用概要

３ 使用期限（５年間）

許諾日から令和 年 月 日まで

（期間満了後に引き続き使用する場合は、再度申請してください。）

４ メッセージの付記

「私たちは知床世界自然遺産の保全に貢献しています」等、使用媒体にあわせたメッセー

ジを付記してください。



（別紙４）



申請NO 年度 許諾年月日 許諾期限 申請者 申請内容 備考

例 R2 R2.11.17 R7.11.16 斜里町 パンフレット 行政機関による使用

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

シンボルマーク使用台帳 　別紙　


